

申請書チェックリスト


このチェックリストは、各申請書において、申請者が遵守すべき事項の確認を行うためのものです。以下の項目について、必ずご確認いただき、チェック欄にレ点を入れてください。


１　行政書士法の遵守　（様式第１、２、５、７、９、10号の申請が対象）
行政書士でない者が、他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類の作成を行うことは、行政書士法（昭和26年法律第4号）第1条の2及び第19条により禁止されています。    

□　確認しました

２　名義変更の手続き　（様式第１、２、５、７号の申請が対象）
本申請の名義を変更する場合は、地位継承の手続きが必要となります。

□　確認しました

３　取付管撤去の手続き　（様式第１号の申請が対象）
取付管を使用しなくなった場合は、必要な手続きを行い、原則として取付管を撤去する必要があります。

□　確認しました

４　申請者の責任　（様式第１、２、５、７号の申請が対象）
本申請に係る施設等に起因し、第三者または市が管理する施設等に損害を与えた場合は、賠償責任が生じる可能性があります。

□　確認しました

５　許可条件の遵守　（様式第１、２、５、７号の申請が対象）
　　申請者は許可条件を遵守する必要があります。

　　□　確認しました
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